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 北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

  令和８年６月９日 

北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第３５号 

北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一

部を改正する規則 

北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九

州市規則第７８号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項を次のように改める。 

 市長は、一般競争入札により特定調達契約を締結しようとするときは、契

約規則第４条第１項の規定にかかわらず、入札期日の前日から起算して４０

日前までに北九州市公報により公告しなければならない。ただし、次の各号

に掲げる場合には、その期間を当該各号に規定する日数まで短縮することが

できる。 

 （１） 特定調達契約の締結までに急を要する場合 １０日 

（２） 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 ４０日から、５日にそ

の該当する場合の数を乗じて得た日数を減じた日数 

ア この項の規定による公告（以下「一般競争入札の公告」という。）を

電子情報処理組織を使用して行う場合 

イ 特例政令第８条に規定する文書の交付（一般競争入札の公告を行った

日から行われる交付に限る。）を電子情報処理組織を使用して行う場合 

ウ 入札書の受領を電子情報処理組織を使用して行う場合 

（３） 特定調達契約により調達される物品等又は特定役務が、商業上の物

品等又は特定役務（行政機関に係る目的以外の目的で、一般に商業市場に

おいて行政機関以外の買手に販売され、又は販売のために提供され、かつ

、当該買手により通常購入される種類の物品等又は役務をいう。）である

場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日数 

ア 前号ア及びイに掲げる場合に該当する場合（イに掲げる場合を除く。

） １３日 

イ 前号アからウまでに掲げる場合の全てに該当する場合 １０日 

 第５条第３項各号列記以外の部分中「第１項の規定により読み替えられた契

約規則第４条第１項の規定による公告（以下「一般競争入札の公告」という。 
）」を「一般競争入札の公告」に、「同条第２項」を「契約規則第４条第２項

」に改める。 
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 第６条第１項中「により読み替えられた契約規則第４条第１項の規定」を削

る。 

付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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北九州市告示第２５９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立総合農事センターにおける生産物売払代金の収納について指定公

金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和８年６月９日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金事務取

扱者として指定

した日 

指定公金事務取

扱者に公金事務

を委託した日 

委託期間 名 称 住 所 

株式会社

ワールド

インテッ

ク 

北九州市

小倉北区

大手町１

１番２号 

令和８年３月２

５日 

令和８年３月２

５日 

令和８年４月

１日から令和

９年３月３１

日まで 
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北九州市公告第４３１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和８年６月９日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 

開発許可を受けた者の住所及び氏

名 

北九州市小倉北区泉台一丁目８３６

番４及び８３６番７から８３６番２

４まで 

北九州市小倉北区明和町９番１号 

株式会社海王 

代表取締役 竹下晃平 
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北九州市上下水道局管理規程第６号 

北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一

部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年６月９日 

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝 

北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規程の一部を改正する規程 

北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平

成７年北九州市水道局管理規程第６号）の一部を次のように改正する。 

 別表の第３条、第４条、第６条第１項、第８条、第１１条、第１２条第１項

、第１４条、第１５条の項中「第４条」の次に「、第５条第１項」を加え、同

表の第５条第１項から第３項まで、第６条第１項、第１０条、第１０条の２、

第１３条の項中「、第６条第１項」を削る。 

付 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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北九州市選挙管理委員会告示第４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定による教

育長又は委員の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置の投票

の請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

  令和８年６月９日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 新 上 健 一 

１ 地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及び第７５条第

１項（市の事務の監査の請求）並びに市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１項（合併協議会設置の請求）及び第５条第１項（同一請求関係市町村

の長に対する合併協議会設置の請求）に規定する選挙権を有する者の５０分

の１の数 

  １万５，２２５人 

２ 地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条第１項（市長

の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、選挙管理委員（市の選挙管理

委員に限る。）又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教育長又は委員の解職の請求

）に規定する選挙権を有する者の４０万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 

  １９万３，５３７人 

３ 地方自治法第８０条第１項（議会の議員の解職の請求）及び第８６条第１

項（選挙管理委員（区の選挙管理委員に限る。）の解職の請求）に規定する

選挙権を有する者の３分の１の数 

  門司区   ２万５，５９９人 

  小倉北区 ４万９，６４８人 

  小倉南区 ５万６，５９０人 

  若松区  ２万１，５３５人 

  八幡東区 １万７，３３６人 

  八幡西区 ６万７，６８８人 

  戸畑区  １万５，３４７人 

４ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求市町村の選挙

管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）及び第５条第１５項

（合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置
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協議の投票の請求）に規定する選挙権を有する者の６分の１の数 

  １２万６，８７１人 
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